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派
閥
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の
還
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金
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ッ
ク
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の
違
法
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に
関
す
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質
問
主
意
書 

 

派
閥
（
「
そ
の
他
政
治
団
体
」
）
か
ら
の
還
付
金
（
キ
ッ
ク
バ
ッ
ク
）
の
交
付
と
受
領
は
、
そ
れ
自
体
が
政
治
資
金
規
正
法

違
反
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

派
閥
（
「
そ
の
他
政
治
団
体
」
）
が
、
政
治
団
体
の
政
治
資
金
収
支
報
告
書
に
記
載
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
あ
る
い
は

記
載
し
な
い
こ
と
を
指
示
し
、
所
属
議
員
に
パ
ー
テ
ィ
ー
（
事
業
）
収
入
の
一
部
を
還
付
し
た
場
合
、
そ
の
還
付
金
は
、
本

来
は
記
載
義
務
の
あ
る
当
該
議
員
の
政
治
団
体
へ
の
寄
附
で
は
な
く
、
派
閥
か
ら
当
該
議
員
個
人
へ
の
寄
附
と
見
る
べ
き
で

あ
り
、
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
二
違
反
で
は
な
い
か
。 

二 

現
に
、
報
道
に
よ
れ
ば
、
逮
捕
さ
れ
た
池
田
佳
隆
衆
議
院
議
員
他
何
人
も
の
安
倍
派
議
員
が
、
「
政
策
活
動
費
（
政
治
資

金
規
正
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
に
基
づ
く
政
党
か
ら
の
政
治
家
個
人
へ
の
寄
附
）
と
し
て
受
け
取
っ
た
」
と
弁
明
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
還
付
金
が
当
該
議
員
個
人
へ
の
寄
附
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
。 

三 

二
で
ふ
れ
た
「
政
策
活
動
費
と
し
て
受
け
取
っ
た
」
と
い
う
証
言
は
、
犯
罪
の
自
白
そ
の
も
の
で
あ
り
、
検
察
庁
は
、
少

な
く
と
も
、
そ
の
旨
を
供
述
し
て
い
る
全
議
員
と
、
そ
う
し
た
違
法
の
金
銭
を
交
付
し
た
派
閥
の
責
任
者
を
立
件
す
べ
き
で

は
な
い
か
。 



 

２ 

 

四 

ま
た
、
還
付
金
が
政
治
資
金
規
正
法
違
反
の
金
銭
で
あ
れ
ば
、
そ
の
金
銭
は
、
有
罪
が
確
定
す
れ
ば
、
政
治
資
金
規
正
法

第
二
十
八
条
の
二
に
基
づ
き
国
庫
に
没
収
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
課
税
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。 

五 

派
閥
か
ら
の
還
付
金
が
、
政
治
家
個
人
へ
の
寄
附
で
あ
り
違
法
な
場
合
、
交
付
、
受
領
し
た
後
に
政
治
資
金
収
支
報
告
書

を
訂
正
し
て
も
、
あ
た
か
も
、
盗
ん
だ
金
を
返
し
て
も
窃
盗
罪
に
問
わ
れ
、
詐
取
し
た
金
を
返
し
て
も
詐
欺
罪
に
問
わ
れ
る

よ
う
に
、
政
治
資
金
規
正
法
違
反
を
免
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


